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建
設
業
に
お
け
る
若
年
労
働

者
確
保
の
課
題
に
つ
い
て

1
　
建
設
業
の
現
状

　

建
設
投
資
は
、
こ
こ
数
年
は
景
気
回
復

や
震
災
か
ら
の
復
興
需
要
、
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
等

建
設
業
の

人
材
確
保
・
育
成
に
向
け
て

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
①�

（
職
業
安
定
局
）

資料出所：総務省「労働力調査」

図１　就業者に占める
　　　若年層・高年齢層の割合の推移
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円
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し
か
し
、
建
設
業
の
労
働
者
は
、
近

年
に
は
約
３
分
の
１
が
55
歳
以
上
と

な
っ
て
お
り
、
他
産
業
に
比
し
て
高
齢

化
が
進
行
し
て
い
る
（
図
１
）。
更
に
、

新
規
高
校
卒
業
就
職
者
の
離
職
率
も
高

資料出所：1）就職者数は、文部科学省「学校基本調査」
　　　　　2）就職後３年以内の離職状況は、厚生労働省
　　　　　　 職業安定局とりまとめ
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図２　新規高校卒就職者と
　　　３年以内の離職状況の推移

く
、
常
に
全
産
業
、
製
造
業
を
上
回
っ

て
お
り
、
将
来
の
担
い
手
不
足
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
（
図
２
）。
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若
年
労
働
者
の
高
い
離
職
率
に

　
つ
い
て
予
測
さ
れ
る
原
因

　

全
産
業
に
お
け
る
若
年
労
働
者（
男
性
）

の
「
初
め
て
の
正
社
員
勤
務
」
を
離
職
し

た
理
由
を
見
て
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は

「
労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇
の
条
件
が
よ

く
な
か
っ
た
た
め
」（
31
・
8
％
）
と
な
っ

て
い
る
（
図
３
）。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
建
設
業
に
お
い
て
は

労
働
時
間
が
全
産
業
及
び
製
造
業
を
上

回
っ
て
お
り
（
Ｈ
29
建
設
業
２
１
２
０

時
間
、
製
造
業
２
０
５
３
時
間
、
全
産

業
２
０
２
６
時
間
、
厚
生
労
働
省
「
毎

月
勤
労
統
計
調
査
」）、
休
日
に
関
し
て
も

平
成
29
年
時
点
の
完
全
週
休
２
日
制
導
入

状
況
は
、
全
産
業
が
46
・
9
％
で
あ
る
の

に
対
し
、
建
設
業
は
33
・
１
％
（
厚
生
労

働
省
「
平
成
29
年
就
労
条
件
総
合
調
査
」）

と
大
き
な
差
が
あ
る
な
ど
、
他
産
業
と
比

較
し
て
雇
用
管
理
面
に
お
い
て
課
題
が
み
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介護・看護のため
倒産、整理解雇又は希望退職に応じたため

学校で学んだことや、自分の技能・能力が
活かせられなかったため

通勤困難であるため
希望する条件により合った仕事が他に見つかったため

キャリアアップするため
会社に将来性がないため

ノルマや責任が重すぎたため
仕事が上手くできず自信を失ったため

賃金の条件がよくなかったため
自分がやりたい仕事とは異なる内容だったため

人間関係がよくなかったため
労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため

肉体的・精神的に健康を損ねたため
結婚・配偶者の出産のため

図３　若年労働者（男性）の「初めての正社員勤務」を離職した理由
　　　（対象：全産業）

（％）資料出所：独立行政法人 労働政策研究・研修機構
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い
一
方
、
建
設
業
に
ふ
れ
る
機
会
の
な
い

学
生
の
場
合
「
肉
体
労
働
・
汚
れ
作
業
等

が
多
い
」「
危
険
作
業
や
事
故
が
多
い
」

と
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
回
答
が
目
立
ち
、
理

解
の
仕
方
に
差
が
み
ら
れ
る
（
図
４
）。

4
　
担
い
手
確
保
の
取
組

　

厚
生
労
働
省
で
は
上
記
の
課
題
を
踏
ま

え
、
国
土
交
通
省
と
も
連
携
し
て
働
き
方

改
革
を
着
実
に
実
行
し
、
魅
力
あ
る
職
場

環
境
の
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
建

設
業
と
若
年
者
の
つ
な
が
る
機
会
を
つ
く

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
高
い
離
職

率
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
。
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建
設
業
に
対
す
る
若
年
者
の
イ

メ
ー
ジ

　

工
業
高
校
の
３
年
生
を
対
象
と
し
た
調

査
に
お
い
て
、
建
設
業
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
は
、
現
場
見
学
会
な
ど
建
設
業
に
ふ
れ

る
機
会
が
あ
る
学
生
の
場
合
、「
建
設
物

が
後
世
に
残
る
」「
地
域
社
会
や
人
の
役

に
立
つ
」
等
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
回
答
が
多
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休日が少ない

スケールが大きい仕事

将来発展しそう

地域社会や人の役に立つ

建設物が後世に残る

物をつくる喜びがある

建設業に触れる機会あり

機会なし

（％）

図４　学生（工業高校３年生）の建設業に対するイメージ

注）全国の工業高校（263 校）の土木建築系学科の３年生が調査対象。
注）「建設業に触れる機会」とは、建設会社社員などによる出張授業、現場実習、現場

見学会、 インターンシップ等を指す。
資料出所：国土交通政策研究所「国土交通分野の将来見通しと人材戦略に関する

調査研究」（調査期間：平成 28 年12 月～ 29 年１月）

◆建設事業主等に対する助成金による支援【見直し】	 53.3億円（49.6億円）
• 	建設労働者確保育成助成金を目的別にトライアル雇用助成金、人材確保等支援助
成金及び人材開発支援助成金に統合するほか、引き続き若年者及び女性労働者の
入職・定着の促進を図るため、以下の見直しを実施。
①	キャリアに応じた技能実習を実施した場合に、その実習経費や実習期間中の賃
金の一部を助成する「建設労働者技能実習コース」について、若者（35歳未満）
や女性労働者を対象に経費助成に係る助成率の引上げ等を行う。

②	登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を引き上げ、実際に適用した場合
に助成する「雇用管理制度助成コース（建設分野）」について、より一層の活
用を図るため要件を緩和する。
【見直し内容】要件：賃金テーブル又は資格手当を年間3％以上かつ15万円以

上増額　⇒　年間2％以上かつ10万円以上増額

◇ハローワークにおける人材不足分野に係る就職支援の拡充【拡充】
	 25.8億円（16.3億円）
• 	雇用吸収率の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材確保支援の総合
窓口となる「人材確保対策コーナー」を全国84箇所に設置し、関係団体等と連
携した人材確保支援を実施。
• 	「人材確保対策コーナー」においては、求人者への求人充足に向けた助言・指導、
求職者に対する担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介、業界団体との連
携による求人者向け・求職者向けセミナーや事業所見学会・就職面接会の開催等
を行う。

◇高校生に対する地元における職業の理解の促進支援【継続】	15百万円	（15百万円）
• 	建設等も含めた多様な業種に関しての職業理解を進めるため、業界団体や地元企
業による高校内企業説明会等を実施する。

注）図５〜７の◆は建設業に特化した支援、　（　）内は平成29年度当初予算額

図５　厚生労働省の平成30年度予算の概要【人材確保】
り
、
担
い
手
確
保
に
一
層
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
。

２��　
建
設
業
の
人
材
確
保
・
育
成
に

向
け
て（
平
成
30
年
度
予
算
の
概
要
）

1 

　
建
設
業
の
人
材
確
保
・
育
成
に

　
向
け
た
平
成
　
年
度
予
算
の
概
要

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
前
述
の
と
お
り
建

設
業
の
担
い
手
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
で

3₀

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
30
年
度
に
お

い
て
も
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
（
図

５
～
７
）。
こ
の
う
ち
本
稿
で
は
、
２
つ
の

事
業
の
見
直
し
や
新
設
に
つ
い
て
述
べ
る
。

2 

　
若
者
や
女
性
を
対
象
と
し
た
技
能

実
習
に
対
す
る
助
成
率
の
引
上
げ

　　

建
設
事
業
主
が
、
若
年
者
等
の
育
成
と

熟
練
技
能
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
、

キ
ャ
リ
ア
に
応
じ
た
技
能
実
習
（
労
働
安
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全
衛
生
法
に
基
づ
く
教
習
や
技
能
講
習

等
）
を
実
施
し
た
場
合
に
助
成
す
る
人
材

開
発
支
援
助
成
金
（
建
設
労
働
者
技
能
実

習
コ
ー
ス
）（
旧
建
設
労
働
者
確
保
育
成

助
成
金
）
の
経
費
助
成
に
つ
い
て
、
図
８

の
と
お
り
助
成
率
の
引
上
げ
等
を
行
っ
た
。

3 

　
若
年
者
―
建
設
業
界
の「
つ
な
ぐ
化
」

平成２９年度
１　中小建設事業主
　（支給対象：男性・女性労働者）
（１）20人以下の中小建設事業主
　　　助成率90％（75％）
（２）21人以上の中小建設事業主
　　　助成率75％（60％）

２　中小以外の建設事業主
　（支給対象：女性労働者）
　　助成率60％（45％）

平成30年度
１　中小建設事業主
　（支給対象：男性・女性労働者）
（１）20人以下の中小建設事業主
　　　助成率90％（75％）
（２）21人以上の中小建設事業主
　　・35歳未満　助成率85％（70％）
　　・35歳以上　助成率60％（45％）

２　中小以外の建設事業主
　（支給対象：女性労働者）
　　助成率75％（60％）

（注）括弧内は、生産性要件を満たさなかった場合の助成率。（生産性要件：３年間の
生産性伸び率６％（年平均２％）等を要件）

図８　人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース）の見直し　

◆中小建設事業主等への支援【継続】	 9.2億円　（9.2億円）
• 	建設労働者緊急育成支援事業・・・離転職者、新卒者、学卒未就職者等を対象として、型枠工等
の躯体系職種及び電気・配管等の建設設備職種等に係る訓練から就職支援に至るまで、パッケー
ジ型の業界団体等と連携した人材育成事業を実施する。
• 	認定職業訓練・・・広域団体認定訓練の新規実施団体認定、認定職業訓練に要する経費について
補助を実施する。
• 	人材開発支援助成金・・・建設業等の分野で企業単独・グループ企業単位等で行う実習と座学を
組み合わせた訓練等を実施した場合に助成する。

◆建設分野におけるハロートレーニング（職業訓練）の実施【継続】	 3.4億円　（4.7億円）
• 	建設機械等の運転技能だけでなく、パソコンスキル講習等と組み合わせたハロートレーニング（職
業訓練）を引き続き実施する。

◇ものづくりマイスター制度による若年技能者への実技指導【継続】	 33.9億円　（33.8億円）
• 	ものづくりマイスターを中小企業等に派遣し、若年技能者への実技指導を実施する。

◆	建設事業主等に対する助成金による支援【見直し】（再掲）	 53.3億円　（49.6億円）

◇時間外労働等改善助成金による支援【拡充】	 19.2億円　（4.1億円）
• 	中小企業が生産性の向上を図ることなどにより、時間外労働の上限設定を行った場合に助成する
「時間外労働等改善助成金」について、新たに建設業も支給対象とするとともに、週休２日制とし
た企業に対する上限額の加算を実施する。

◇働き方改革推進支援センターの設置による支援【拡充】	 15.5億円　（6.9億円）　
• 	非正規雇用労働者の処遇改善、長時間労働の是正、賃金引上げ、人手不足への対応などに関する
技術的な相談を総合的に支援を行うため、47都道府県に働き方改革推進支援センターを設置し、
関係機関と連携を図りつつ、専門家による個別相談援助や電話相談等を実施する。

◆中小専門工事業者の安全衛生活動支援事業の実施【新規】	 1.1億円　(0億円)
• 	安全衛生管理能力の向上のための集団指導・技術研修会、パトロール、個別指導等を実施する。

◆雇用管理責任者等に対する研修等の実施【一部新規】	 1.3億円　（1.1億円）　
• 	雇用管理に関する基礎的な知識を習得する「基礎講習」に加え、若年者の職場定着を高めるため、
熟練労働者と若年労働者とが円滑なコミュニケーションを取りながら働くことのできる環境づく
りの手法等を学ぶ「コミュニケーションスキル等向上コース」を建設業の雇用管理責任者に対して実施する。　
• 	上記のほか、若年者の建設業に対する理解や入職促進を図るため、高等学校（工業科、普通科）や高等専門学校の先生・生徒と建設業界が
　つながる機会をつくる「建設業の「見える化」・「つなぐ化」コース」を新たに実施する。

◇労災保険特別加入制度の周知広報等事業の実施【一部新規】	 56百万円　(34百万円)
• 	関係機関や関係団体を通じた周知広報や実態調査のほか、新たに一人親方等に特徴的な行動様式等を踏まえた安全衛生教育用テキスト等の
作成、労災保険に特別加入している一人親方等に対する安全衛生教育を実施する。

◆建設業における墜落・転落災害等防止対策推進事業【一部新規】	 59百万円　(58百万円)
• 	足場からの墜落・転落災害の防止対策の充実強化のための専門家による診断の実施、診断結果に基づく現場に対する指導・支援等を実施する。

◆建設工事の発注・設計段階における労働災害防止対策の促進事業【継続】	 30百万円　(63百万円)
• 	建設工事の安全性に配慮した建築物等の設計が普及するよう国外の調査を実施する。

◆建設事業主等に対する助成金による支援【見直し】　（再掲）	 53.3億円　（49.6億円）

図６　厚生労働省の平成30年度予算の概要【人材育成】

図７　厚生労働省の平成30年度予算の概要【魅力ある職場づくりの推進】

　

１
の
3
で
述
べ
た
と
お
り
、
建
設
業

に
対
す
る
学
生
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
建
設
業

に
ふ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
学
生
と
ふ
れ
る

機
会
が
な
か
っ
た
学
生
と
で
、
建
設
業
に

対
す
る
理
解
の
仕
方
に
差
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
た
め
、
若
年
者
の
建
設
業
に
対
す

る
理
解
や
入
職
促
進
を
図
る
た
め
、
高
等

学
校
（
工
業
科
、
普
通
科
）
や
高
等
専
門

学
校
の
先
生
・
生
徒
と
建
設
業
界
が
つ
な

が
る
機
会
（
出
前
講
座
、
体
験
学
習
、
現

場
見
学
会
な
ど
）
を
つ
く
る
事
業
を
、
平

成
30
年
度
か
ら
新
た
に
実
施
す
る
。

【
参
考
】
平
成
30
年
３
月
30
日
厚
生
労
働
省
発
表

「
建
設
業
の
人
材
確
保
・
育
成
に
向
け
た
取
組
の

概
要
を
公
表
し
ま
す
」
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